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アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針を策定する件について 

 

 

 アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー疾患対策基本法

（平成 26年法律第 98号。以下「法」という。）第 11条第 1項に基づき、アレ

ルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針（以下「基本指針」という。）が策

定され、本日告示されたところである。 

 基本指針の全文は別添１、基本指針の概要は別添２のとおりである。 

 各地方公共団体におかれては、基本指針の内容について御了知のうえ、法第

５条に規定する地方公共団体の責務にのっとり、基本指針に定めた内容を踏ま

え、地域の実情に基づき、管内市区町村、医療関係者、アレルギー疾患患者等

及びその他の関係者と協議のうえ、より一層のアレルギー疾患対策の推進を図

られるようお願いする。とりわけ、各都道府県におかれては、管内市区町村、

関係団体、関係機関等に対して基本指針の周知を図るようお願いする。 

 各地方公共団体においては、アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及、

アレルギー疾患の予防のための施策、アレルギー疾患医療を提供する体制の確

保、アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上及び災害時の対応等に努

められたい。とりわけ、各都道府県におかれては、平時及び災害時において円

滑な情報共有を行うため、アレルギー疾患対策に係る業務を統括する部署の設

置又は担当する者の配置にも努められたい。なお、アレルギー疾患医療の提供

体制のあり方については、今後、検討を進め、その検討結果に基づいた体制を

整備することとなるため、引き続きご留意されたい。 

  


